
◎所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 
（平成三〇年六月一三日法律第四九号）   

一、 提案理由（平成三〇年五月一六日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する

特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 近年、人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人

口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加

しており、公共事業用地の取得等の場面で、所有者の探索に膨大な労力等を求められる

という問題に直面しております。このため、所有者不明土地の利用の円滑化に向けた施

策を総合的に講じる必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築

物がなく現に利用されていない所有者不明土地につきまして、公共事業における収用手

続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一

定期間の使用権を設定する制度を創設することとしております。 

 第二に、土地所有者の探索の合理化を図るため、探索のために必要な公的情報につい

て、行政機関等の利用を可能とする制度を創設いたします。また、長期間にわたり相続

登記等がされていない土地について、登記官が、登記名義人となり得る者について探索

した上で、その結果等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設することとしてお

ります。 

 第三に、所有者不明土地の適切な管理を図るため、地方公共団体の長等が家庭裁判所

に対し、財産管理人の選任等を請求することが可能となる措置を講じることとしており

ます。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院国土交通委員長報告（平成三〇年五月二四日） 

○西村明宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、社会経済情勢の変化に伴い増加している所有者不明土地の利用の円滑化等の

措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築

物がなく現に利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の

合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期



間の使用権を設定する制度を創設すること、 

 第二に、土地所有者の効果的な探索を図るため、都道府県知事等は、その保有する土

地所有者等関連情報を内部で利用できること、また、登記官は、長期間にわたり相続登

記等がされていない一定の土地について、登記名義人となり得る者について探索した上

で、その結果等を登記に付記することができること、 

 第三に、所有者不明土地の適切な管理を図るため、地方公共団体の長等が家庭裁判所

に対し、財産管理人の選任等の請求をすることができること 

などであります。 

 本案は、去る五月十五日本委員会に付託され、翌十六日石井国土交通大臣から提案理

由の説明を聴取し、十八日質疑に入り、二十二日参考人からの意見聴取を行い、二十三

日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月二三日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 裁定主体である都道府県知事が地域福利増進事業者又は土地収用法に定める起業者

となる場合には、裁定の透明性及び公平性が確保されるよう、必要な措置を講ずるこ

と。 

二 現に所有者が不明となっている土地についての相続登記を促進するため、相続によ

り土地の所有権を取得した者が当該土地の相続登記を行おうとする場合において、所

有者不明土地の相続人の負担軽減を図ること。 

三 所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、

市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事

実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促

す仕組みを検討すること。 

四 財産管理制度の円滑な利用を図るため、複数の土地共有者が不在者であるときは、

不在者財産管理人は、複数の土地共有者を代理することができる仕組みを検討するこ

と。 

五 土地の管理の放置を防ぐため、土地の所有権の放棄の在り方について検討すること。 

三、 参議院国土交通委員長報告（平成三〇年六月六日） 

○長浜博行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、所有者不明土地の利用の円滑化及び所有者の効果的な探索を図るため、

基本方針の策定、地域福利増進事業の実施、土地収用法の特例、土地所有者情報の利用



及び提供等に関する措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公共事業における収用

手続の合理化、円滑化の意義、地域福利増進事業の在り方、土地所有者の探索に向けた

取組、所有者不明土地の発生の抑制、解消のための方策等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年六月五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 裁定主体である都道府県知事が地域福利増進事業者又は土地収用法に定める起業者

となる場合には、裁定の透明性及び公平性が確保されるよう、必要な措置を講ずるこ

と。 

二 現に所有者が不明となっている土地についての相続登記を促進するため、相続によ

り土地の所有権を取得した者が当該土地の相続登記を行おうとする場合において、所

有者不明土地の相続人の負担軽減を図ること。 

三 所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、

市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事

実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促

す仕組みを検討すること。 

四 財産管理制度の円滑な利用を図るため、複数の土地共有者が不在者であるときは、

不在者財産管理人は、複数の土地共有者を代理することができる仕組みを検討するこ

と。 

五 本法に基づく制度が効果的かつ適切・円滑に運用されるよう、丁寧で分かりやすい

ガイドライン等の整備、説明会の開催などを通じて、地方公共団体や関係する専門家

等に対し制度を周知するとともに、所有者探索に有効な方策の情報共有に努めること。 

六 所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて、関係府省が一体となって土地に関す

る基本的な制度の在り方等について可能な限り早期に検討を行い、所要の措置を講ず

るよう努めること。その際、土地の管理の放置を防ぐため、土地の所有権の放棄の在

り方や使われないまま放置されている土地の管理等に係る新たな「受け皿」づくりに

ついても検討すること。 

  右決議する。 



 


